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(57)【要約】
【課題】電線保護管の端部の外周面に鍔部が有っても無
くても関係なく使用できる電線保護管の端末固定具を提
供する。
【解決手段】長手方向の両端面が開放すると共に下端縁
が長手方向に沿って分割され、その分割部１４を挟んだ
両側から一対の突出片１１ａ，１１ｂが下方へ延設され
、分割部１ａから電線Ｄを挿通して該電線Ｄに被着する
ようにした電線保護管Ｂを移動不能に固定する電線保護
管の端末固定具Ａであって、電線保護管Ｂの端面からそ
の管内に挿入される支持杆２と、重なった両突出片１１
ａ，１１ｂをその外側から挟着する一対の挟持片３，３
と、電線Ｄに着脱不能に固定するためのインシュロック
機構５，と、を備えてなる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向の両端面が開放すると共に下端縁が長手方向に沿って分割され、その分割部を
挟んだ両側から一対の突出片が下方へ延設され、前記分割部から電線を挿通して該電線に
被着するようにした電線保護管を移動不能に固定する電線保護管の端末固定具であって、
　前記電線保護管の端面からその管内に挿入される支持杆と、前記重なった両突出片をそ
の外側から挟着する一対の挟持片と、前記電線に着脱不能に固定するためのインシュロッ
ク機構と、を備えてなることを特徴とする電線保護管の端末固定具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電柱と電柱の間や電柱と建物との間といった空間に架設される電線に被着し
て該電線を保護する電線保護管の端末固定具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電柱と電柱との間の空間に架設される電線が樹木に掛かる場合、風が吹いて該樹
木の枝が電線に頻繁に接触し、該電線の被複層の表面を擦って剥がし、最終的には芯線が
露出して電線がショートする恐れがある。そこで、このような危険性のある箇所には、所
定長さの電線保護管を適宜継ぎ足すなどして電線に被着するようにしている。該電線保護
管は電線に沿ってズレては困るので、一般にその管端を電線に固定している。その手段と
して、例えば本出願人が出願した特許文献１に示される端末固定具がある。
【０００３】
　前記端末固定具は、鉛直な主幹の上下両端に水平腕部をそれぞれ突設させて側面コ形状
の本体部材を形成し、下の水平腕部に上下動自在なねじ棒を螺合し、上の水平腕部に電線
保護管の外表面に掛止させる掛止腕片を突設して構成される。そして、該端末固定具を電
線保護管の端に配置し、掛止腕片を電線保護管の端部の外周面に周設された鍔部に掛け止
し、この状態でねじ棒を締め付けてその上端と上の水平腕部との間で電線を挟むようにし
て電線保護管を電線にズレないように固定している。鍔部は同じ電線保護管を連結するた
めのものである。
【０００４】
【特許文献１】特開平５－２５２６２７号公報（第２－３頁、図１、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記特許文献１に示した端末固定具は、端部の外周面に鍔部を周設した
電線保護管でなければ固定することができず、低圧用の電線保護管のような鍔部のない電
線保護管については使用できないという課題が有った。
【０００６】
　そこで、本発明は上記課題に鑑みてなされてもので、端部の外周面に連結用の鍔部が有
っても無くても関係なく使用できる電線保護管の端末固定具を提供することを目的とする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる目的を達成するために本発明に係る電線保護管の端末固定具は、長手方向の両端
面が開放すると共に下端縁が長手方向に沿って分割され、その分割部を挟んだ両側から一
対の突出片が下方へ延設され、前記分割部から電線を挿通して該電線に被着するようにし
た電線保護管を移動不能に固定する電線保護管の端末固定具であって、前記電線保護管の
端面からその管内に挿入される支持杆と、前記重なった両突出片をその外側から挟着する
一対の挟持片と、前記電線に着脱不能に固定するためのインシュロック機構と、を備えて
なることを特徴とする。
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【０００８】
　前記支持杆は１本でも良いが、２本又は３本といった複数本であっても良い。また、電
線保護管の両突出片を挟む一対の挟持片にあっては、その互いに対向する面に滑り止め手
段を設けることが好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る電線保護管の端末固定具は、長手方向の両端面が開放すると共に下端縁が
長手方向に沿って分割され、その分割部を挟んだ両側から一対の突出片が下方へ延設され
、分割部から電線を挿通して該電線に被着するようにした電線保護管を移動不能に固定し
てなり、電線保護管の端面からその管内に挿入される支持杆と、重なった両突出片をその
外側から挟着する一対の挟持片と、電線に着脱不能に固定するためのインシュロック機構
と、を備えてなる。よって、電線保護管の端面から管内に支持片を挿入すると共に一対の
挟持片により両突出片を挟着した状態で、端末固定具を電線に固定するようになり、従来
のように端部に鍔部がない電線保護管についても使用できる。しかも、電線保護管がズレ
ることなくしかもしっかりと固定されるという効果がある。
【００１０】
　また、特に、電線保護管を固定する場合、一対の挟持片により電線保護管の重なる両突
出片を外側から挟むようにしているので、両突出片が離れその間が必要もなく開いてしま
うことも防止されるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明に係る電線保護管の端末固定具（以下、単に「端末固定具」という。）の
実施の形態を図面と共に説明する。図１は本発明に係る端末固定具の斜視図、図２は同拡
大正面図、図３は同一部断面にして示す拡大平面図、図４は同拡大左側面図である。この
端末固定具Ａは、合成樹脂製であって、灰色やその他の色が使用されるが、耐候性を考慮
すると、これに優れるようにカーボンを含浸させて黒色に成形することが好ましい。
【００１２】
　そして、端末固定具Ａは、本体部１の一側から外方へ所定の長さ（例えば３０ｍｍ）真
直ぐに延設される支持杆２を有する。該支持杆２は、後記する電線保護管Ｂの管内に挿入
されるもので、先端が半球状に丸くなっている。また、本体部１の前記支持杆２が延設さ
れた側と同じ側に、該支持杆２とほぼ平行をなしかつほぼ同じ長さを有する一対の挟持片
３，３を有する。この挟持片３，３は、後記する電線保護管Ｂの両突出片１１ａ，１１ｂ
を挟着するためのものであって、前記支持杆２よりも下方へ少し間隔を離し、かつ、支持
杆２を挟んでその両側に同じ間隔離して平行に配置される。
【００１３】
　支持杆２と２本の挟持片３，３を含む面との間隔Ｌ１は電線保護管Ｂの肉厚相当分の寸
法に設定され、両挟持片３，３間の間隔Ｌ２は両突出片１１ａ，１１ｂを重ねたほぼ肉厚
相当分の寸法に設定される。一対の挟持片３，３は、両突出片１１ａ，１１ｂを挟着して
締め付ける関係上、多少弾力性が持たせてある。また、両挟持片３，３の互いに対向する
内面３ａ，３ａに、滑り止め効果を発揮させる滑り止め手段が設けられる。本実施の形態
にあっては、互いに両内面３ａ，３ａから挟持片３，３の基端側へ傾斜する複数の爪片４
が突設されている。これら各爪片４の先端部は、先鋭に形成されている。更に、両挟持片
３，３における先端部の内側面３ｂ，３ｂは、窄まるように互いに傾斜させている。
【００１４】
　本体部１には電線Ｄに端末固定具Ａを固定するためのインシュロック機構が設けられる
。すなわち、本体部１の上部に上方へ伸びる屈曲可能なバンド５が一体に設けられる。こ
のバンド５は支持杆２や挟持片３，３と直交する面内で自在に屈曲するようになっている
。そして、その一側面に先端部を除いて長手方向と直交し、かつ、断面が鋸歯状をなす多
数の噛合部を列設した噛合部列６が形成されている。また、バンド５の他側面には、その
先端側に手の引っ掛かりを良くする複数の突条７がバンド５の幅方向に平行に突設される
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。
【００１５】
　一方、本体部１に、バンド５に対応位置させて該バンド５を挿通させる挿通孔８が貫設
される。そして、その挿通孔８の一端が差し込み口８ａとなり、また、挿通孔８の他端が
引き出し口８ｂとなる。前記バンド５の基端は、挿通孔８に近接させてその上部に設けら
れる。そして、挿通孔８の内側面であってバンド５の基端が取り付けられる部位と対向す
る面に、引き出し口８ｂ側へ傾きバンド５の噛合部列６と係合しバンド５の逆抜けを阻止
する弾性噛合部９が突設される。
【００１６】
　本発明に係る端末固定具Ａは上記構成からなり、次に、該端末固定具Ａを使って電線に
被着した電線保護管を固定する手順を説明する。図５において、Ｂは電線Ｄに被着する電
線保護管であり、合成樹脂材からなる。該電線保護管Ｂは、所定の長さを有し、長手方向
の両端面１０が開放されると共に、下端縁が長手方向に沿って分割されている。そして、
その分割部１４の両側から下方へかつ長手方向に沿って突出片１１ａ，１１ｂが設けられ
ている。一方の突出片１１ａの内側面にその長手方向に沿って係合凸条１２が設けられ、
他方の突出片１１ｂの内側面にはその長手方向に沿って該係合凸条１２が係合する係合凹
条１３が設けられている。
【００１７】
　そこで、電線Ｄに被着された電線保護管Ｂを該電線Ｄに固定するには、図５乃至図６に
示すように該電線保護管Ｂの一端に本発明の端末固定具Ａを配置し、その管内に支持杆２
を挿入すると共に両挟持片３，３間に電線保護管Ｂの突出片１１ａ，１１ｂを入れる。こ
の際、両係合凸条１２と係合凹条１３とは共に係合させてあり、両突出片１１ａ，１１ｂ
は分割部１４が閉じるように重なっている。また、端末固定具Ａは、電線Ｄの下側に接触
するように位置する。
【００１８】
　次に、前記状態で端末固定具Ａを更に電線保護管Ｂ内に押し込む。しっかり押し込んだ
状態で、バンド５を屈曲させ電線Ｄを巻き込むようにしてその先端を挿通孔８にその差し
込み口８ａから挿入し、引き出し口８ｂから引き出して締め止めする。この状態では、バ
ンド５の一側面の噛合部が挿通孔８内の弾性噛合部９に係合して逆抜けが阻止される。
【００１９】
　これにより、図７に示すように電線保護管Ｂの管内に支持杆２が挿通され、しかも、一
対の挟持片３，３が両突出片１１ａ，１１ｂをその両側から挟着するので、丁度三角地点
で電線保護管Ｂを固定することとなり、その取付状態がぐらつくことなく安定する。更に
、両挟持片３，３の対向する内面に設けられた複数の爪片４の先端が突出片１１ａ，１１
ｂの外面に食い込み、端末固定具Ａの必要のない管内からの引き抜き動作が防止される。
この場合、一対の挟持片３，３は両突出片１１ａ，１１ｂを挟着しているので、該各挟持
片３，３の必要のない開き動作を防止している。
【００２０】
　また、バンド５は電線Ｄと端末固定具Ａを一体に締め付け緩むことが無いので、電線保
護管Ｂの電線Ｄに沿って必要もなくズレることが防止される。この場合、電線保護管Ｂの
長手方向の一端のみに端末固定具Ａを固定したが、電線保護管Ｂの長手方向の両端に端末
固定具Ａを固定するようにしても良い。
【００２１】
　このように、本発明は電線保護管Ｂの端面から管内に支持杆２を挿入すると共に一対の
挟持片３，３で電線保護管Ｂの両突出片１１ａ，１１ｂを挟着した状態で、端末固定具Ａ
を電線Ｄに固定するようになるので、従来のように端部に鍔部がない電線保護管について
も使用できる。
【００２２】
　なお、本発明にあっては、支持杆２を１本のみ設けたが、これに限られるものではなく
左右均等位置に２本、３本または４本というように複数本設けても良い。これは、例えば
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電線保護管Ｂの内径が大きい場合に有効的である。また、両挟持片３，３の対向する内面
に設けた滑り止め手段としては、爪片４に限られるものではなく、同等の滑り止め効果が
得られるものであれば、他の手段であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に係る端末固定具の斜視図。
【図２】同拡大正面図。
【図３】同一部断面にして示す拡大平面図。
【図４】同拡大右側面図。
【図５】同取付手順を示す斜視図。
【図６】図５のＸ－Ｘ線矢視図。
【図７】端末固定具が取り付いた状態の斜視図。
【符号の説明】
【００２４】
　２　　　　　　　支持杆
　３　　　　　　　挟持片
　５　　　　　　　バンド
　６　　　　　　　噛合部列
　８　　　　　　　挿通孔
　９　　　　　　　弾性噛合部
　１１ａ　　　　　突出片
　１１ｂ　　　　　突出片
　Ａ　　　　　　　端末固定具
　Ｂ　　　　　　　電線保護管
　Ｄ　　　　　　　電線
【図１】 【図２】

【図３】
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	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

